
公益財団法人鹿児島県生活衛生営業指導センター 

令和８年度事業計画書 

「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」の趣旨に基づき生活衛生

関係営業の経営の健全化を通じて、その衛生水準の維持向上を図り、併せて利用者又は

消費者の利益の擁護を図るための諸事業を推進する。 

令和８年度は次に掲げる事業を実施し、業界の活性化を図りながら生衛業の振興発展

に努める。 

Ⅰ 企画・運営に関する事業 

１ 理事会・評議員会を開催し、運営の適正を図る。 

２ 定期監査を受け、運営の適正を図る。 

Ⅱ 補助金事業（生活衛生関係営業指導事業） 

１ 相談指導事業 

（１）生活衛生営業相談室運営事業 

生活衛生営業指導センター内に相談受付窓口を設け次の業務を行う。 

ア  関係営業者に対する経営・融資・衛生・労務等の指導 

イ 消費者等の苦情受付 

 

（２）税務相談等事業 

県下主要地区２カ所（薩摩川内市、鹿屋市）で管内の組合支部役員及び経営特

別相談員を対象に税務全般について理解を深めてもらうため、税理士による税務

講習及び相談会を開催する。 

（３）地区生活衛生営業相談指導事業 

県下主要地区８カ所（県内各保健所で実施する食品衛生責任者講習会等の場を

活用）において、相談室を設け、指導センター業務・日本政策金融公庫の融資制

度・組合加入のメリットについて説明することで営業者の利便性を図るとともに

経営・融資等の相談指導を行う。 

（４）相談指導顧問設置事業 

生衛業の経営の健全化を図るため、相談指導顧問として委嘱した中小企業診断

士による個別の経営診断・経営指導等を実施する。 

（５）経営指導員巡回指導事業 

経営指導員が県内全域を対象に生衛業者の店舗を訪問し、衛生水準の維持向上

や融資等の巡回相談指導及び情報提供を行う。特にクリーニング師研修会開催時

は、研修会受講指導のため対象業者訪問に重点をおく。 



（６）生活衛生関係営業経営改善資金融資等指導事業 

生活衛生関係営業経営改善資金活用の適正化と経営特別相談員活動の促進指導 

（７）相談支援連絡協議会事業 

県下主要地区（公庫支店所在地３カ所）で経営特別相談員による指導活動の活

性化等を図るため、生活衛生同業組合役職員等と日本政策金融公庫職員との協議

会を開催する。（鹿児島市での開催を２回とし、計４回の開催） 

 

２ 情報化整備事業 

（１）生衛業ネットワークシステムの有効活用により、相談指導業務の効率化を図

る。 

（２）ホームページを活用し、研修会情報、組合加入案内情報、衛生（食中毒・感染

症）情報等を随時提供し、衛生水準の維持向上を図る。 

３ 後継者育成支援事業 

（１）後継者育成支援事業企画・評価協議会の開催 

委員１４名（各組合、教育行政、職安、県）で組織し、事業の実施計画の策定

及び実施結果の評価等を行う。 

（２）職場体験学習（インターンシップ制度）等の実施 

店舗・施設での受入、出前授業の実施、特設会場での職場紹介等を通じ、生衛

業が直面している後継者の課題の緩和を図る。 

４ 健康・福祉対策推進事業 

（１）生衛業における感染症や食中毒の発生を防止するための衛生水準の維持向上を

図る衛生講習会の実施 

（２）地域福祉の増進に貢献するためのゲートキーパー講習会等の実施 

Ⅲ 受託事業 

１ 鹿児島県からの委託を受け次の事業を行う。 

（１）日本政策金融公庫生活衛生融資一般貸付推薦書交付事務 

２ 全国指導センターからの委託を受け次の事業を行う。 

（１）クリーニング師研修及び業務従事者講習の開催 

（２）経営特別相談員の研修会を開催 

（３）経営状況調査の実施 

（４）景気動向調査の実施 

（５）生活衛生関係営業経営支援事業の実施 

（６）サウナ営業融資審査会の実施 

 

 



Ⅳ 生活衛生同業組合育成に関する事業 

１ 生活衛生同業組合の振興計画の策定及び事業促進等の指導 

２ 機関誌「生衛かごしま」を発行し、啓蒙指導を図る。 

３ 生活衛生関係営業者の生活衛生同業組合への加入促進 

４ 生活衛生功労者の表彰推薦 

（生活衛生功労関係叙勲・褒章、厚生労働大臣表彰、県知事表彰等） 

５ 衛生水準の確保・向上事業、生活衛生同業組合活動推進月間に係る各種事業の推

進 

Ⅴ 標準営業約款登録に関する事業 

生活衛生関係営業者及び消費者に対し、標準営業約款制度の周知に努めるととも

に、関係生活衛生同業組合と連携を密にし登録促進を図る。 

  



生活衛生営業衛生確保・振興指導事業計画書 

 １ 相談指導事業 
（１） 相談室運営事業 

 
  ア 相談室構成員 

職  名 氏  名 設置年月 備  考 

経営指導員 
 
 

  山 口  学 Ｒ 5.4 常   勤 

  原 田 浩 行 Ｒ 8.4 常   勤 

  東 郷 久 志 Ｒ 8.1 常   勤 

 
経営特別 
相 談 員 
（50名） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  花 増 修 一 Ｈ21.4 理   容 

  内 園 重 行 Ｈ21.4 理   容 

   吉  永  直  光 Ｈ21.4 理   容 

   前  東  宗  明 Ｈ21.4 理   容 

   宮 脇 江利子 Ｒ 3.4 理   容 

   尾 上   光 Ｒ 8.4 理   容 

   寺 山 幸 延 Ｈ22.4 美   容 

   山 元 一 輝 Ｈ22.4 美   容 

   上堂薗 睦 夫 Ｈ24.4 美   容 

   鰺 坂 尚 賢 Ｒ 5.4 美   容 

   永 山 正 彦 Ｒ 5.4 美   容 

   重 留 佐代子 Ｒ 8.4 美   容 

  鈴 木   民 Ｒ 8.4 美   容 

  牧之内 一 朗 Ｈ18.4 クリーニング 

   鈴 木 俊 二 Ｈ20.4 クリーニング 

  福  井  清  信 Ｈ20.4 クリーニング 

大  迫  正  明 Ｒ 2.4 クリーニング 

  新 越    進 Ｒ 2.4 クリーニング 

   栫      和 嗣 Ｒ 2.4 クリーニング 

  田 中 和 代 Ｒ 8.4 クリーニング 

福 丸 宏 二 Ｈ20.4 公衆浴場業 

平 田 奈 々 Ｈ25.4 公衆浴場業 

西   正 博 Ｒ 8.4 食   肉 

   鮫 島 由美子 Ｒ 8.4 食   肉 

木 原     清 Ｈ27.4 す し 商 

  米 川 淳 司 Ｒ 2.4 す し 商 

  行 船  剛  志 Ｈ31.4 ホテル旅館 

   鮫 島 良 孝 Ｒ 8.4 ホテル旅館 



 
経営特別 
相 談 員 

 

  永 田 幸一郎 Ｈ17.4 喫 茶 飲 食      

   花牟禮 大 作 Ｈ24.4 喫 茶 飲 食      

   前 田 俊 弥 Ｈ27.4 喫 茶 飲 食      

  中 野  功 二 Ｈ30.4 喫 茶 飲 食      

  浮 辺 智 史 Ｒ 8.4 喫 茶 飲 食      

  古 澤 博 文 Ｈ10.4 社交飲食業 

  里 原 あけみ Ｈ20.4 社交飲食業 

   政 井 禎 久 Ｒ 3.4 社交飲食業 

   柿 本 則 博 Ｒ 5.4 社交飲食業 

   米  亜 希 子 Ｒ 5.4 社交飲食業 

  肥 後 めぐみ Ｒ 8.4 社交飲食業 

  坂 元 静 香 Ｒ 8.4 社交飲食業 

   木 村 まり子 Ｈ 6.4 飲 食 業 

  小 山 光 義 Ｈ16.4 飲 食 業 

   水 川  保 人 Ｈ31.4 飲 食 業 

   奥 平 博 文 Ｒ 2.4 飲 食 業 

若  松  愛  美 Ｒ 5.4 飲 食 業 

外  薗  善  文 Ｒ 5.4 飲 食 業 

平  山     等 Ｒ 5.4 飲 食 業 

上谷田     学   Ｒ 5.4 飲 食 業 

上 田 多 香 Ｒ 8.4 飲 食 業 

白木川 雅 美 Ｒ 8.4 飲 食 業 

事務職員   吉 田 麻 紀 Ｈ27.7 常   勤 

  （注）経営指導員について「常勤」、「非常勤」の別を備考欄に記入すること。 



イ 窓口相談の実施計画(通信・電話による相談を含む) 

対象業種 
指 導 

延日数 

指 導 件 数 
備考 

融資 経理 税務 労務 衛生 経営 その他 合 計 

理  容 ２０ ２０ １ ２ １ １０ ５ ２ ４１  

美  容 ２０ ２０ ０ １ ０ １０ １０ ３ ４４ 

クリーニング ３０ ３０ １０ １ ０ １０ ５ １０ ６６ 

公衆浴場業 １５ １５ １ １ ２ １０ ４ ２ ３５ 

食  肉 ５ ５ ０ ０ ０ ２ ３ ０ １０ 

す し 商 １０ １０ １ ０ １ ３ ５ ２ ２２ 

ホテル旅館 ２０ ２０ ０ １ ２ １０ ９ ３ ４５ 

喫茶飲食 ３０ ３０ ５ ３ ０ １５ ６ ３ ６２ 

社交飲食業 ４０ ４０ ２ ５ １ ２０ １０ ２ ８０ 

飲 食 業 ５０ ５０ １０ ６ ３ ４０ ２３ ３ １３５ 

合 計 ２４０ ２４０ ３０ ２０ １０ １３０ ８０ ３０ ５４０ 

（注）指導件数欄、主として行う指導項目を記入すること。 

（２）税務相談等事業 

税理士による税務相談体制整備 

雇上人員 雇上期間 延日数 備 考 

２人 

R9 年 1 月 

 ～ 

R9 年 2 月 

２日 
２地区（薩摩川内市・鹿屋市）で税理士による税務相

談会を開催 

 
（３）地区生活衛生営業相談指導事業 
 
  地区生活衛生営業相談室開催計画 

地区相談室設置地区 回数 
派遣人員 

（延） 

職  名 

（指導員等） 
備  考 

南さつま市 １回 ２ 経営指導員  

薩摩川内市 ２回 ４ 〃  

出水市 １回 ２ 〃  

霧島市 ２回 ４ 〃  

志布志市 １回 ２ 〃  

鹿屋市 １回 ２ 〃  

屋久島町 １回 ２ 〃  

徳之島町 １回 ２ 〃  

計８カ所 延べ10回 20人   

 



（４）相談指導顧問設置事業 

委嘱人員 委嘱期間 延日数 相談指導件数 備 考 

１名 

R8 年 4 月 1 日 

〜 

R9 年 3 月 31 日 

４日 ４件 

委嘱した中小企業診断士に 

よる新規営業者を対象とし

た経理や経営等に関する相

談指導を実施 

 

（５）経営指導員による巡回指導の実施計画 

区 

 

分 

対象業種 

指 導 

延日数 

 

           指 導 件 数 

備考 
融資 経理 税務 労務 衛生 経営 その他 合 計 

 
 

営
業
所
に
対
し
て
行
う 

も

の 

理  容 ２５ ２０ １ ２ １ ２０ ５ １０ ５９ 組合員

及び営

業者 
美  容 ２５ ２０ １ ２ １ ２０ ５ １０ ５９ 

クリーニング ４０ ５０ １ ２ １ ４０ ５ ４０ １３９ 

公衆浴場業 １０ １０ １ ２ １ １０ ２ ０ ２６ 

食  肉 １０ ５ １ ２ １ ５ １ ０ １５ 

す し 商 １０  ５ １ ２ １ ５ ２ ０ １６ 

ホテル旅館 ２０ １５ １ ２ １ １５ ５ ０ ３９ 

喫茶飲食 ２０ ２０ １ ２ １ １５ １０ ０ ４９ 

社交飲食業 １０ １０ １ ２ １ １０ ５  ０ ２９ 

飲 食 業 ３０ ３０ １ ２ １ ３０ １５ １０ ８９ 

合  計 ２００ １８５ １０ ２０ １０ １７０ ５５ ７０ ５２０ 

 

 

相

談 

所

等 

を

開 

設

し 

行

う 

も

の 

理  容 １０ １０ １ ２ １ １０ ５ ５ ３４ 相談室

等開設

数 

８カ所 

 
南さつま市 

薩摩川内市 

出水市 

霧島市 

志布志市 

鹿屋市 

屋久島町 

徳之島町 

美  容 １０ １０ １ ２ １ １０ ５ ５ ３４ 

クリーニング １０ １０ １ ２ １ １０ ５ ５ ３４ 

公衆浴場業  １０  ５ １ ２ １ ５ ２ ０  １６ 

食  肉 １０ １０ １ ２ １ １０ ２ ０ ２６ 

す し 商  １０  ５ １ ２ １ ５ ３ ０ １７ 

ホテル旅館 １０ １０ １ ２ １ １０ ３ ０ ２７ 

喫茶飲食 １０ １０ １ ２ １ １０ ５ ０ ２９ 

社交飲食業 １０ １０ １ ２ １ １０ ５ ０ ２９ 

飲 食 業 ２０ ２０ １ ２ １ ２０ １０ ５ ５９ 

そ の 他 ５ ５ ０ ０ ０ ５ ０ ０ １０ 

合  計 １１５ １０５ １０ ２０ １０ １０５ ４５ ２０ ３１５ 

（注）指導件数欄は、主として行う指導項目を記入すること。        

  



（６）生活衛生関係営業経営改善資金融資等指導の実施計画 

生活衛生関係営業経営改善資金融資指導 

対象業種 
特別相談 

員  数 

融資指導 

件  数 

融資指導 

延 日 数 
備  考 

理 容 ６ ６ １２  

美 容 ７ ７ １４  

クリーニング ７ ７ １４  

公衆浴場業 ２ ２ ４  

食 肉 ２ ２ ４  

す し 商 ２ ２ ４  

ホテル旅館 ２ ２ ４  

喫茶飲食 ５ ５ １０  

社交飲食業 ７ ７ １４  

飲 食 業 １０ １０ ２０  

合 計 ５０ ５０ １００  

 

（７）相談支援連絡協議会事業 

開催日程 
出席予定 

人 員 
 内 容  備 考 

４日 １００人 

経営特別相談員等による指導 

活動の活性化等について協議 

（特相員・組合役職員等） 

県下３地域の４会場で実施。 

地域の特相員等を対象とする。 

 

２ 情報化整備事業 

事 項 内 容 

生衛業ネットワークシステム

の維持管理 

・ネットワークの維持管理 

全国生活衛生営業指導センターが構築しているネットワーク
への参加及び適正な維持管理及び円滑な使用環境の確保 

・ホームページの管理指導センター紹介、経営相談、公庫融資関

係等の情報提供クリーニング師研修、食中毒・感染症情報、

災害対応臨時相談窓口設置情報等の提供 

生衛業者情報の蓄積及び更新 保健所情報、当指導センター情報の定期的な更新 

 

  



３ 後継者育成支援事業 

 事 項  内 容 

後継者育成支援事業企画・ 

評価協議会 

後継者育成支援事業を実施するため、「後継者育成支援事業企画 

・評価協議会」を設置し、事業の実施計画の策定、実施結果の評
価を行う。 

１ 構成委員 １４人 

（業界１１人、教育関係者１人、行政２人） 

２ 開催回数 2 回 

３ 協議内容 ・実施計画の策定 

・実施結果の評価 

４ 報告書の作成 

体験学習支援 協議会で策定した実施計画に基づき、店舗（施設）での体験学
習の受け入れ及び出前授業を実施し、中学生や高校生等を対象と
した職業紹介と職業体験により、生衛業就業への支援を行う。 

１ 事業内容 

(１)学校等教育機関との連絡調整 

(２)受け入れ施設との連絡調整 

(３)受け入れ施設への支援 

(４)実施結果のとりまとめ 

２ 体験学習受入者数 ３００人 

３ 体験学習受入施設数 ６０施設 

 

４ 健康・福祉対策推進事業 

事 項 内 容 

感染症拡大防止対策及び地域

福祉の増進 

講習会の開催 

１ 会場数 県下１０会場 

２ 受講者数 ４００人 

３ 講習内容 

（１） 感染症予防対策（ノロウイルス等） 

（２） 食中毒の基礎知識と予防対策 

（３） 各業種における衛生管理のポイント 

（４） 高齢者・障害者等への対応に関する基礎知識 

 

 


